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令和 6 年 2 月浜田市議会臨時会議 付議事件について 

 

議案等（2 件） 

〔条例関係 1 件、補正予算 1 件〕 

議案第 1 号 浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

議案第 2 号 令和 5 年度浜田市一般会計補正予算（第 8 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 2 月浜田市議会臨時会議 付託案について 

 

【市長提出議案の付託件数内訳】 

福祉環境委員会 1件、予算決算委員会 1件 

市長提出議案（議案 2 件） 

議案等番号 件 名 付託先 

議 案 第 1 号 
浜田市手数料条例の一部を改正する条例

について 
福祉環境委員会 

議 案 第 2 号 
令和 5 年度浜田市一般会計補正予算（第 8

号） 
予算決算委員会 

 

議会報告事件（2 件）  

意見書処理報告書 

（令和 5 年 12 月浜田市議会定例会議議決分） 

発議第 10 号 

パレスチナ情勢に関する意見書について 

議員派遣報告書 （1/17）島根県立大学生との意見交換会 
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令和 6年 2月浜田市議会臨時会議の会議予定について 

 

１ 概要 

 ⑴ 名称  令和 6 年 2 月浜田市議会臨時会議 

 ⑵ 会議の期間  令和 6 年 2月 6 日（火）  午前 10 時開会 

 

２ 当日（2/6）の流れ 

 

会議名 時間等 内容 

本会議 午前 10 時開会 ○開会 

○会議録署名議員の指名 

○会議の期間の決定 

○諸般の報告 

○提案説明（2 件） 

※提案説明後、休憩 

 本会議休憩（10 分程度） ○議案熟読 

本会議 再開 
○質疑・委員会付託 

 ※委員会付託後、休憩 

予算決算委員会

(全員協議会室) 

本会議休憩中 ○付託議案の審査 

※委員会終了後、委員長報告を 

作成 

福祉環境委員会

(全員協議会室) 

本会議休憩中 ○付託議案の審査 

※委員会終了後、委員長報告を 

作成 

 福祉環境委員会終了後 ○討論受付 

（福祉環境委員会終了後 10 分） 

○対抗討論（上記討論受付後 10 分） 

○委員長報告作成 

本会議 再開 ○委員長報告(2 件) 

○討論・採決 

○散会 

※本会議終了後   全員協議会（全員協議会室） 
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全 議 Ｋ 第 1 1 号 

令和５年 11 月 22 日 

市議会議長 各位 

全国市議会議長会 

 会長 坊
ぼう

   恭
やす

 寿
なが

厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書等の採択について（依頼） 

 平素より、全国市議会議長会の運営につきましては、格別のご理解とご協力を

賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、本会はこれまで、厚生年金制度への地方議会議員の加入を実現するため、

政府及び与党に対し要望活動を重ねて参りましたが、残念ながら今日に至るま

で制度改正に結び付いていない状況にあります。 

 若者や女性、会社員など多様な人材の市議会への参画を促し、議会を活性化す

ることは、多くの市議会に共通の緊要な課題であります。 

 今日、就業者の９割を会社員等の被用者が占めており、市議会議員のなり手も

会社員等からの転身者が期待されています。会社員等が議員に転身しても切れ

目なく厚生年金の適用を受けることができ、家族の将来や老後の生活を心配す

ることなく議員に立候補し、議員活動を続けることができる環境を整えること

は、多様な人材の市議会への参画を促す上でも重要な課題であります。 

 各市区議会におかれましては、これまでも厚生年金への加入実現をめざす意

見書の採択にご尽力いただいているところでありますが、本年 10 月末現在で、

市区議会における意見書の採択状況は 815 中 382（46.9％）に止まり、都道府県

議会及び町村議会においてはいずれも７割を超えているのに対し、半数にも満

たない状況にあります。 

 公的年金制度は長期的な制度であることから、社会・経済の変化を踏まえ、５

年ごとに財政検証が行われております。前回の財政検証は令和元年に実施され

ましたので、来年（令和６年）に次回の財政検証が実施され、その後の年金制度

改革に繋がっていくこととなります。国の社会保障審議会年金部会においては、

次期制度改正に向けた主な検討事項の一つとして「被用者保険の適用拡大（勤労

者皆保険）」が挙げられており、今後の議論において、勤労者皆保険の実現及び

働き方に中立的な社会保障制度の構築の観点から、短時間労働者への更なる適

用拡大やフリーランス・ギグワーカーの取扱いも取り上げられると見込まれま

す。 
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 厚生年金への地方議会議員の加入についても、被用者保険の適用拡大をはじ

め、このような年金制度全般の見直しが行われるタイミングに併せて要望活動

を行うことが効果的であり、実効性の高い要望活動を行うためにも、より多くの

市区議会において意見書を採択していただくことが不可欠であると考えます。 

 ついては、厚生年金への加入を求める意見書を採択されていない市区議会に

おかれましては、それぞれのご事情があるかと拝察いたしますが、その趣旨を改

めてご理解いただき、なるべく早期に意見書可決のうえ、国会や関係行政庁にご

提出いただきますよう、何卒お願い申し上げます。なお、諸般の事情により、意

見書の採択が困難な市区議会におかれましては、決議の採択についてご検討下

さるようお願いします（意見書及び決議の案文は添付資料参照）。 

 現在、本会において、厚生年金への地方議会議員の加入に関する関係資料を作

成中であり、12 月上旬を目途に送付いたしたいと存じます。 

添付資料： 

・厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書（案） 

・厚生年金への地方議会議員の加入を求める決議（案） 

・厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の可決状況（市区議会） 

・厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の可決状況（都道府県議会） 

・地方議会議員の年金制度に関する意見書の採択状況（町村議会） 

【問合せ先】 

全国市議会議長会 

千葉・太田 

TEL 03-3262-2302 

nenkin@si-gichokai.gr.jp



厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書（案） 

 

地方分権及び地方創生の進展とともに、加速する人口減少社会への対応が、我

が国の将来にとって喫緊の政治課題となっている。地方公共団体の重要な意思

決定を行う地方議会は、多様化する民意の集約と地方行政への反映が期待され

ており、その果たすべき役割と責任は重要性を増している。 

このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範かつ専

門的な諸課題について住民とのコミュニケーションを深めるとともに、的確に

執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められている。このような活動範

囲の広がりに伴い、近年においては議員の専業化が進んでいる。 

一方、今日では、就業者の９割を会社員等の被用者が占めており、地方議会議

員のなり手も会社員等からの転身者が期待されている。 

地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、会社員等が議員に転身

しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、家族の将来や老後の生

活を心配することなく議員に立候補し、議員活動を続けることができる環境が

整うことになる。多様で有為な人材の確保に大きく寄与すると考えられる。 

よって、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における多様な人材確保

の観点から、厚生年金への地方議会議員の加入のための法整備を早急に実現す

るよう強く要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和 年  月  日 

 

○○都道府県○○市(区)議会議長 ○○ ○○ 

 

衆議院議長 ○○ ○○ 殿 

参議院議長 ○○ ○○ 殿 

内閣総理大臣 ○○ ○○ 殿 

内閣官房長官 ○○ ○○ 殿 

総 務 大 臣 ○○ ○○ 殿 

財 務 大 臣 ○○ ○○ 殿 

厚生労働大臣 ○○ ○○ 殿 



厚生年金への地方議会議員の加入を求める決議（案） 

 

地方分権及び地方創生の進展とともに、加速する人口減少社会への対応が、我

が国の将来にとって喫緊の政治課題となっている。地方公共団体の重要な意思

決定を行う地方議会は、多様化する民意の集約と地方行政への反映が期待され

ており、その果たすべき役割と責任は重要性を増している。 

このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範かつ専

門的な諸課題について住民とのコミュニケーションを深めるとともに、的確に

執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められている。このような活動範

囲の広がりに伴い、近年においては議員の専業化が進んでいる。 

一方、今日では、就業者の９割を会社員等の被用者が占めており、地方議会議

員のなり手も会社員等からの転身者が期待されている。 

地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、会社員等が議員に転身

しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、家族の将来や老後の生

活を心配することなく議員に立候補し、議員活動を続けることができる環境が

整うことになる。多様で有為な人材の確保に大きく寄与すると考えられる。 

よって、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における多様な人材確保

の観点から、厚生年金への地方議会議員の加入のための法整備を早急に実現す

るよう強く要望する。 

 

以上、決議する。 

 

令和 年  月  日 

 

○○市(区)議会 

 

 





 

 

請願書・陳情書の添付資料について 

 

会派 意見 

山水海 

当会派は、12 月 14 日に提出したものと同じ考え。 

ポイントのところをピックアップして掲載する。 

 

1.当会派の考え 

 ①随時受け付ける。 

②受付後速やかに全てを議員に配付する。 

(基本的には原文のまま) 

③配付を受けた陳情において、会派・委員会・個人に 

おいて対応を協議する。 

  ・必ずしも委員会としての採択をしない。 

  ・市議会定例会議を待たずして協議できる。 

   →以上のことは、メリットであると考える。 

  ・受け付けた陳情は公表しない。 

   →原文のままであるため 

  なお、情報公開請求における公開手続きの場合は、 

規定に基づき対処する。 

  

2.陳情の受付方法におけるメールでの受付可否の検討

については、他議会等の状況を情報収集した上で結論

を出すべきと考える。 

超党みらい 

◆陳情書の指定様式化について 

・公正かつ円滑な陳情審査を実施するためにも所定の

陳情書の様式を定め、この陳情書の見本をホームペー

ジ上に掲載し、その様式に基づいた陳情書のみを受付

とする。 

 

現在、浜田市のホームページ上に「参考様式」「記入

例」として掲載がある。 

これを「参考様式」ではなく「指定様式」とすべきで

ある。(自由な様式では願意や理由が不明確でどこまで

が要望事項なのかが判読しにくいため) 

 

・陳情書には「願意」と「理由」を枠で示し、少なくも

なく、また、多くもなく必要かつ十分な字数で提出を求

める。 

表や図やグラフ等は資料に示すこととし陳情書には

示さないこととする。 

(例えば、願意と理由で A4 一枚以内とする) 

・「添付された資料」の取扱は現状のままで差し支えな

い。 

令和 6 年 2 月 2 日 
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◆受付等について 

・｢取扱基準｣に沿った取扱をする。特に題目と願意にズ

レがあり何を求めているのか願意を推測するような陳

情書については、委員会付託をしない。 

 

・陳情書の受付は、当面、窓口のみの受付とする。 

(メール等での受付は慎重であるべきである。) 

 

・メールでの受付を検討するときは、未記入や誤記入等

の不備があったときは不受理にするとか ,本人確認を

どうするかとか、想定される事項を細部まで検討し十

分な周知期間を設けた後に実施とすべきことである。 

創風会 資料も公開。 

公明クラブ 

【受付からの流れ】 

陳情の取扱いがどのようにされたか分かり易いの

は現在の流れだと思うことから、これまで通りで良い

かと思う。 

一方で、配布のみとするという方法も取り扱いが担

保されるのであれば、検討の余地はあるとも考えてい

る。 

 ネット受付や夜間窓口での受付等は、国の動向も 

含め慎重に検討すべきと考える。 

 

【陳情の書式】 

Ａ4 用紙１枚に趣旨、願意を端的に書いていただき

たい。ひな型は必要と思うが、この書式でなければい

けないと限定するのは難しい。 

 

【ＨＰへの資料の公開】 

  資料については現行通り非公開で良いと思う。資 

料は議員が審査を行う際の参考資料と考えている。 



全 議 Ｊ １ 第 ２ 号 

令和６年１月 23 日 

 

各 市 議 会 議 長 殿                 全国市議会議長会 

会長 坊   恭 寿 

(神戸市会議長) 

北信越市議会議長会 

会長 金 厚 有 豊 

(富山市議会議長) 

 

令和６年能登半島地震に対する義援金について 

 

このたびの地震による被害甚大の報に接し、被災された皆様方に対し心からお見舞

い申し上げますとともに、犠牲になられた方々のご冥福と、被災地における早期の復

旧・復興を謹んでお祈り申し上げます。 

さて、今回の地震被害に対する義援金について、北信越市議会議長会において、下

記のとおり災害義援金口座を開設いたしましたので、何とぞご支援、ご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

記 

１ 各市議会において義援金を拠出される場合は、各市議会単位において取りまと

めのうえ、次の口座へ３月８日(金)までにお振り込み願います。 

（１） 口 座 名  北信越市議会議長会 災害義援金口座 

（ホクシンエツシギカイギチョウカイ サイガイギエンキンコウザ） 

（２） 銀 行 名  北陸銀行（銀行コード：0144） 

（３） 支 店 名  富山市役所出張所（店番号：191） 

（４） 口座番号  普通預金 6028069 

※振込受領書をもって領収書に代えさせていただきます。 

２ 各市議会は、義援金を取りまとめた場合、市議会名と義援金額を富山市議会事

務局まで電子メールにて報告願います。 

なお、お振り込みいただいた義援金については、時宜をみて被災地域の支援の

ために拠出することとしておりますので、あらかじめご了承願います。 

３ お振り込みにあたり、恐れ入りますが振込手数料を各自でご負担くださいます

ようお願いいたします。ただし、北陸銀行の本店又は各支店の窓口から指定口座

へ振り込む場合、振込手数料が無料となります。 

連絡先 

富山市議会事務局 庶務課 

TEL :076-443-2157 

FAX :076-443-2196 

e-mail:gikaisyomu-01@city.toyama.lg.jp 


